
別記様式

随意契約結果書

物品等の名称及び数量 出力サービス提供等業務

契約担当官等の氏名並 支出負担行為担当官 北陸地方整備局副局長 杉野 浩茂
びに所属する部局の名
称及び所在地 新潟市中央区美咲町１－１－１

契約締結日 令和 ５年 ４月 ３日

契約の相手方の氏 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社
名及び住所 新潟市中央区万代三丁目１番１号

契約金額
（消費税及び地方 ￥３，９６７，８５４．－
消費税含む）

予定価格
（消費税及び地方 ￥３，９６７，８５４．－
消費税含む）

随意契約によるこ 本業務は平成３０年４月９日に上記業者と契約を締結し、令
ととした理由 和５年３月３１日をもって契約期間が満了する「平成３０年度

出力機器等最適配置調査及び出力サービス提供等業務（以下「現
行業務」という。）」において使用している出力機器を引き続
き使用して、令和５年６月３０日までの間、出力サービス等の
提供を受けるものである。
「令和５年度 出力機器等最適配置調査及び出力サービス提供
等業務」については、５箇年国債を活用し令和５年４月３日契
約に向けて現在契約手続きを進めているところであるが、契約
後３ヶ月の最低配置調査を実施した後に出力サービス等の提供
を受けることから、最適配置調査終了までの３ヶ月間は、出力
機器の未設置期間が生じることとなる。
このため、令和５年４月１日から令和５年６月３０日までの

間は、別途出力機器を調達する必要があるが、現行業務におい
て提供されている出力機器の状態は良好であり、短期間のみ別
途出力機器を新たに調達するには多大な費用を要することか
ら、現行業務において提供されている出力機器を継続利用する
ことが経済的である。
よって、会計法第 29条の 3第 4項契約の性質又は目的が競争を

許さない場合、及び予決令第 102条の 4第 4号 (ロ )競争に付する
ことを不利と認めて随意契約によろうとする場合の規定に基づ
き随意契約を行うものである。

備 考


